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韓国本土における豚コレラの発生！！ 

異常がありましたら、家畜保健衛生所までご連絡ください。 
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韓国における豚コレラの発生状況（2016年～） 

6月28日の済州島の発生に次いで、 
韓国本土（京畿道漣川郡）において豚コレラが発生 
 

本土での発生は2013年11月以降3年ぶり 

豚コレラとは 

・豚、猪に感染するウイルス性感染症 
・人への感染の報告はない 
・感染豚の死亡率80％以上 
・感染豚や鼻汁、排泄物と接触→感染 

韓国での発生を受けて 

空海港における 
靴底消毒、手荷物の検疫などの 
水際対策を再徹底しています 

２．食品循環資源（食品残渣）の利用について 
  豚コレラは食品中に残る場合があります 
  食品循環資源（食品残渣）を飼料としている 
  →加熱等の適切な処理が行われたものを用いてください 
  （70℃30分以上 もしくは 80℃3分以上 の加熱処理など）   

１．飼養衛生管理基準の遵守について 
  豚コレラウイルスの農場への侵入を防ぐために 
  飼養衛生管理基準の再徹底をお願いします 
  （衛生管理区域専用の衣服等の使用、消毒の徹底など） 

発生予防のために 


